
ＪＲ東海労申第１９号 

２０２１年１１月１１日 

東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 金子 慎 殿 

ＪＲ東海労働組合 

中央執行委員長 木下 和樹 

 

 

組合員の出向取り消しに関する申し入れ 

 

１１月１０日、１０月１日より株式会社スリーエスに出向していた淵上利和組合

員に対し、出向を取り消し、復職を命ずる事前通知がなされた。この通知に関し

て、以下の通り申し入れるので団体交渉を開催すること。 

 

 

記 

１．新幹線鉄道事業本部の管理課長は事前通知を読み上げて通告したのみで、理由

を尋ねた淵上組合員に説明することはなかった。社員の生活設計を左右する人事

発令について、真摯に説明しない管理課長の態度は看過できない。会社の見解を

明らかにすること。 

 

２．出向を命じて二ヶ月足らずで復職させることは極めて異例であり、会社の出向

に関する取り扱いは「お粗末」としか言い様がない。会社の見解を明らかにする

とともに、淵上組合員の出向を取り消した理由を、出向先であるスリーエスとの

協議内容を含めて明らかにすること。 

 

３．淵上組合員は、人事課長から「人事課での日勤勤務を免除する」と通告された

が、その理由とそのような指示ができる根拠規定を明らかにすること。 

 

４．復職を命じたからには、出向前の職場である東京第二運輸所に復職させるこ

と。 

 

以 上 


